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住⽣活基本計画（260216住宅宅地分科会資料）
第１ 基本的な⽅針
（１）住宅政策の⽅向性
・既存住宅の利⽤価値を⾒出して活⽤する取組も⾒られており、2050 年に向けて本格
的に既存住宅の有効活⽤が求められる。
・既存住宅を効果的に活⽤して多様な居住ニーズを満たす住宅市場を構築する
・これまで官⺠投資により蓄積されてきたインフラ・居住環境を備えた住宅･住宅地が、
市場を通じて最⼤限に活⽤されることで、⼈⽣ 100 年時代における時々のライフスタイ
ルに適した住宅を過度な負担なく確保できる持続可能な社会を⽬指す
・⼈⽣ 100 年時代の住⽣活を⽀える基盤を再構築していくことで、国⺠それぞれの暮ら
し・住まいの Well-being を満たす（多様なライフスタイルに応じた住⽣活の幸1 福度
を⾼める）政策を本格的に推進する



（２）主な取組⽅策
（ニーズに応じた住宅を適時適切に確保できる循環型市場の形成）
・⼈⽣ 100 年時代の中では、その時々のライフスタイルに適した住宅への住替えやリ
フォームが、豊かで安⼼した住⽣活を送ることに寄与する
・住宅が多様な世帯や世代に住み継がれるとともに、特に⾼齢期の住⽣活を⽀えるよう
に住宅を資産として活⽤できることが必要であるため、既存住宅の性能や利⽤価値の
「⾒える化」、適切な維持管理と流通を⽀える評価制度（再投資への適正な評価を含
む。）及び⾦融制度の整備の実現に向けて取り組んでいく
（インフラ・居住環境の整った既存の住宅・住宅地の市場を通じた本格的な有効活⽤）
・⽐較的利便性の⾼い既成住宅地において相続を迎える住宅・宅地の本格的な有効活⽤
が求められることを踏まえると、これらを無駄にすることなく若者や⼦育て世帯にとっ
て魅⼒的な居住の選択肢とする枠組みの整備が急務



・既成住宅地で空き家を未活⽤のまま放置する社会的な機会損失を回避する
・住宅・宅地の円滑な継承・活⽤を⾏うような⼀定の規律とインセンティブの確⽴に向
けて取り組んでいく
（分野横断的な連携による「気づき」と「つなぎ」のある居住⽀援の充実）
・単⾝世帯の増加等の中で、⽇常の変化に「気づき」、必要な窓⼝や専⾨家等に「つな
ぐ」ことを中⼼とする家族機能が弱まりつつあることを踏まえ、配慮を要する者を地域
や社会で⽀えていくこと、また、その⼟台となるコミュニティを育むまちづくりの観点
がますます重要となる
（既存住宅を最⼤限に活⽤する持続的な住宅市場・・）
・専⾨技術者・技能者の確保・育成、居住者の住⽣活リテラシーの向上等に資する情報
提供や相談体制の整備、消費者保護の確保等を推進する。また、これらの専⾨家や担い
⼿の確保・育成は、頻発・激甚化する災害への備えや災害発⽣時の対応にもつながる
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20 30 40 50 60
歳

収入

・初任給が低いから我慢

・給料が延びているので我慢

・漸く頭金が貯まる

結婚・

出産・ ・住宅ローン約30年（65歳まで、でも退職金で返済）

・単身赴任

・子ども大学へ
・部屋の数余り

・国民皆年金（60歳まで）

「引越しと昇級無関係」
「経年劣化の価格査定」

「引越すと損」
「追加投資しない」
「住環境に無関心」

「単身赴任当たり前」
「リフォームしない（バリアフル）」
「空き家増加（売るの面倒）」

終身雇用・年功序列の給与曲線
３５歳前後で住宅取得

住宅が循環しないのは・・・・？

⼤⽉敏雄『町を住みこなす』岩波新書



50代への着⽬

•５０代前半が、ライフステージの変曲点
・⼦育ての完了 親の介護開始
・親世代の終活 不動産継承



深井祐紘・⽮吹愼・⼤⽉敏雄・李ヨングン「岐⾩県可児市桜ケ丘ハイツを対象とした郊外⼾建住宅団地における近居
と家族類型に関する研究 -ライフステージを考慮した家族類型に基づく分析を通して- 」『⽇本建築学会計画系論⽂
集』85号：pp.805-815,2020年



⽂部科学省 科研基盤（A) 主査：⼤⽉敏雄
100年⼈⽣における地域診断指標づくり

■研究メンバー
建築：⼤⽉・松⽥・李
医学：飯島・ 孫・ ⽥中（友）・⽥中（敏）
社会学：祐成・菅原・ 井⼝・新
テクノロジー：⼆瓶・ 檜⼭・ 三浦・藪

■⽬的
100年⼈⽣対応の包摂型地域創出のため、地域診断法を確⽴し、地域再⽣⼿法を
導くことを⽬的

■ポイント（キーワード）
・超⾼齢者を⼊れ込む視点
・オープンデータだけでは測れない地域空間ニーズを炙り出す
・インクルーシブなまち→ 他⼈のサポートを必要とする⼈に対してのまちとは



分析︓全体順位 上位
・移動、地域・福祉
・情報・相談

中位

下位
・Informal Community
・Formal Community
・⾒守り

・地域・福祉



若年期 中⾼年期 前期⾼齢期 後期⾼齢期

分析︓年齢４区分
Avg:1.2
9

Avg: 1.27 Avg: 1.51 Avg: 
1.61
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年齢による重要度の変化 やはり５０代（特に前半）が
変曲点【関数のグラフの凹凸が変化する点】



旭化成 50研
2024年座談会
・⽯井佳苗さん（インテリアスタイリスト）
・中⼭英之さん（建築家、東京藝術⼤学教授）





100年⼈⽣対応型⼾建住宅（株式会社住協との共同研究 練⾺の実験住宅 外階段のある家）2023年



住まうヒト

どこでどう転ぶかわから
ない
100年⼈⽣
多様な⼈⽣
ライフプランニング

住まうモノ

モノを循環させる
【流通A】
耐震性
断熱性
ユニバーサルデザイン

【流通B】
空き家を問題ではなく資産に
既存住宅の流通

住まいを⽀えるプレイヤー
●⺠間
●専⾨家
建築⼠
宅建⼠
社会福祉⼠
介護福祉⼠
FP
税理⼠
会計⼠
⾏政書⼠
司法書⼠
弁護⼠
●中間法⼈
財団法⼈
社団法⼈
NPO法⼈
協議会
●⾏政

住まう⽅法・住まい⽅
【どこに住むか】
【誰と住むか】
【町を住みこなす】
【（⾃分と親の）住み替え】
【⼆拠点居住・他拠点居住】 28

誰に聞けばいいんだ？
いくらかかるんだ？
業者に騙されないか？



住まいの総合相談

•悩み多き 50歳代
•⾼齢者（親世代）の課題
・⾼齢期の住まいをどうするか ⼊所空き家
・親の財産（特に不動産）をどうするか
相続問題

・やっぱりセルフインスペクションを仕掛ける

⼈⽣３⼤資⾦
教育資⾦
住宅資⾦
⽼後資⾦

29
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250730 中間
とりまとめ(素
案)
関連資料より



250730 中間
とりまとめ(素
案)
関連資料より31



現状では 残念な インスペクション
買⼿によるインスペクションばかりでなく
売⼿によるインスペクション（セルフインスペクション）を
その⼈の財産の弱みと強み、課題と課題解決の⽅向性、の総合相談
住⽣活リテラシー⽀援業務→

【住まい・住まい⽅の総合相談の⼊⼝に】
・建物の弱みの発⾒ばかりでなく

いくらかければ、その弱みが強みになるのか（修繕価格の提⽰）
・建物の強みの発⾒

⼟地柄・利⽤可能性の検討（活⽤計画の提⽰）
・敷地のインスペクションも

ちゃんと相続できる⼟地なのか？（登記情報確認→相続の⽅針）
・改修・リノベーション提案
・流通価値の向上
・ファイナンス・資⾦計画の提案
住まいの総合相談への「きづき」から「つなぎ」へ 32



ウエルビーイングと相談⽀援
住⽣活相談⽀援
住⽣活リテラシー⽀援
これまでの憲法25条の⽣存権を基盤とした住宅の確保がこれまで実施され
てきた。
第⼆⼗五条
すべて国⺠は、健康で⽂化的な最低限度の⽣活を営む権利を有する。
②国は、すべての⽣活部⾯について、社会福祉、社会保障及び公衆衛⽣の
向上及び増進に努めなければならない。
最低限度の保障 ナショナルミニマム、シビルミニマム、・・最低基準

33



今深刻な課題となっているのは、憲法13条の幸福追求権を基盤と
した、「その⼈なりの幸福が実感できる（これがすなわちウエル
ビーイングなのでは？）」居住環境の実現である。

第⼗三条
すべて国⺠は、個⼈として尊重される。
⽣命、⾃由及び幸福追求に対する国⺠の権利については、公共の
福祉に反しない限り、⽴法その他の国政の上で、最⼤の尊重を必
要とする。

34



まとめ
■⽇本の住宅政策
住宅不⾜→量（⼾数）から質（⾯積・部屋数・耐震性・断熱性・重設備化）へ
→住宅政策の経済政策化→憲法25条的なウェルフェアを基盤とした憲法13条的
なウェルビーイングへ
■住⽣活基本計画（2026年-）
・今後施策化されていくだろう住宅政策の⽅針 今後の施策化にご留意を
・100年⼈⽣：親と⼦の⼈⽣がクロス（相続・空き家） と 住まいの流通
■100年⼈⽣時代はそこまで
・100年⼈⽣を⽀える多様な住⽣活の実現ための基盤（住まい・住宅地）づ
くり
・住⽣活リテラシー⽀援（Well-beingの実現）
■住まい に悩む から 住まい⽅ に悩む
・100年⼈⽣の折り返し地点である50歳代がお悩み中
・総合相談⽀援
・住⽣活リテラシー⽀援（きづき と つなぎ）

35




